
 

特集 ２ 

平成27年国勢調査就業状態等基本集計結果（長崎県分） 

の公表について     長崎県県民生活部統計課 

 
 

 

平成２７年国勢調査就業状態等基本集計結果が平成２９年４月２６日総務省から公表されました。 
その中から、本県に係る集計結果を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。 

 
記 

《本県の概要》                                 

 
● 本県の平成２７年１０月１日現在の労働力人口は６７３，８９１人。前回調査時の平成
２２年より３．４％減少。男女共に減少し、特に男性は５．２％の減少。      

 
● 就業者数は、前回調査時より１．０％減少し、６４４，１５４人。男性が減少し、女性
は微増。うち６５歳以上は３２．７％増加し、８２，６５６人で就業者数全体の 
１２．８％。 
完全失業者数は、前回調査時より３５．８％減少し、２９，７３７人。男女共に減少。 

 
● 就業者を従業上の地位別に「雇用者」・「自営業主」・「家族従業者」で分類したところ 
「雇用者」は増加したが、「自営業主」・「家族従業者」数は減少。 

 
● 産業別就業者数は、産業３部門すべてで減少したが、第三次産業に従事する者の割合は 
上昇、第一次産業・第二次産業それぞれに従事する者の割合は低下。 
産業大分類別では「医療・福祉」に従事する者の割合が１. ９ポイント上昇し、 
「卸売・小売業」に従事する者の割合が１．２ポイント低下。 
 

  ● 夫婦ともに「就業者」の世帯は１４７，０９７世帯。夫婦のいる一般世帯数の４７．８％。 
    
● 外国人就業者数は前回調査時より３８．１％増加し、４，８００人。 

      
 

 
 
 



１ 労働力人口〔表１－１〕〔表１－２〕〔表１―３〕 
 
本県の１５歳以上人口は１，１８９，５４８人で、平成２２年と比べて３．０％減少している。 
 １５歳以上人口の労働力状態をみると、労働力人口（就業者及び完全失業者）は６７３，８９１人 
で、平成２２年に比べ２３，３８８人、３．４％減少している。 
 また、労働力率（１５歳以上人口に占める労働力人口の割合。労働力状態が「不詳」を除く。）は 
５７．４％で平成２２年に比べ０．１ポイント低下している。このうち、男性の労働力率６８．０％、
女性の労働力率４８．２％で、平成２２年に比べ男性は１．７ポイント低下、女性は１．２ポイント、
上昇している。 
  女性の労働力率を年齢５歳階級別にみると、いわゆる男女雇用機会均等法が施行される直前の昭和
６０年と比べると２５歳から６４歳までで上昇している。 
 
図１ 年齢（５歳階級）、男女別労働力率（長崎県） 
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表１－３ 年齢（５歳階級）、男女別労働力率（長崎県）の推移 

 
 
 
 



２ 就業者〔表１－１〕〔表１－２〕 
 
就業者数は６４４，１５４人で、平成２２年に比べ６，８１８人、１．０％減少している。男女別
にみると、平成２２年に比べ男性は２．３％減少、女性は０．５％増加している。 
このうち、６５歳以上の就業者数は８２，６５６人で平成２２年に比べ２０，３５２人、３２．７％ 
増加している。 
また、完全失業者数は平成２２年に比べ１６，５７０人、３５．８％減少し、２９，７３７人とな 
り、男女別に見ると、男性が３８．５％、女性は３０．２％減少している。 
 
 
３ 従業上の地位〔表１－１〕〔表１－２〕  
 
就業者数を従業上の地位別に見ると、雇用者（「役員」を含む。）は５２５，２７３人（就業者数の
８３．４％）、自営業主（「家庭内職者」を含む。）は７０，９３６人（同１１．３％）、家族従業者は
３３，３１０人（同５．３％）となっている。これを平成２２年の割合と比べると、雇用者は１．５
ポイント上昇、自営業主は０．７ポイント、家族従業者は０．８ポイントそれぞれ低下している。 
      
４ 産業別就業者〔表１－１〕〔表１－２〕〔表２〕 
 
就業者数を産業３部門別にみると、第一次産業の就業者数は、４７，８１２人（分類不能の産業を
除く就業者数の７．７％）、第二次産業の就業者数は１２５，６７４人（同２０．１％）、第三次産業
の就業者数は４５０，４８８人（同７２．２％）となっている。これを平成２２年の割合と比べると
第一次産業で０．５ポイント、第二次産業で０．１ポイントそれぞれ低下し、第三次産業で０．６ポ
イント上昇している。 
次に、産業大分類別にみると、「医療, 福祉」が１０７，２８２人（就業者数の１６．７％）と最
も多く、次いで「卸売，小売業」が９６，４７５人（同１５．０％）、「製造業」が７２，１５９人（同
１１．２％）、「建設業」が５３，２３４人（同８．３％）などとなっている。 
就業者総数に対する割合別でみると、「漁業」の占める割合は１．７％と全国１位の割合であり、 
次いで、「公務（他に分類されるものを除く）」（同５．７％）が２位、「医療，福祉」（同１６．７％）
が３位となっている。逆に「情報通信業」（同１．０％）が４３位、「製造業」（同１１．２％）が４１
位と低い割合となっている。 
 
 
５  夫婦の労働力状態 
 
夫婦ともに「就業者」の世帯は１４７，０９７世帯で、夫婦のいる一般世帯数の４７．８％。 
平成２２年に比べ３，０９０世帯増加し、割合で２．９ポイント上昇している。 
※分母に労働力状態不詳を含めて算定している。 

 
 
６ 外国人就業者〔表１－１〕〔表３〕 
 
県内に在住する外国人就業者数は４，８００人で、平成２２年に比べ１３２５人、３８．１％増加
している。国籍別には中国国籍が１，１２８人（外国人就業者の２３．５％）と最も多い。次いで、
フィリピン国籍が８２３人（同１７．１％）、ベトナム国籍が８０７人（１６．８％）となっている。 
 産業別にみると、「製造業」の就業者数が２，１２７人（外国人就業者の４４．３％）と最も多く、
平成２２年に比べ８６７人、６８．８％増加している。 



利用上の注意 
 
１． 平成２７年の国勢調査は、調査時（平成２７年１０月１日午前零時現在）にわが国に常住する
もの（外国人を含む。）で、次のものを除く者について行われた。 

 （１）外国政府の外交使節団・領事機関の構成員（随員を含む。）及びその家族 
 （２）外国軍隊の軍人・軍属及びその家族 
 
２． 平成２７年国勢調査は、わが国の地域のうち、国勢調査施行規則第１条に規定する次の島を除
く地域において行われた。 

 （１）歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 
 （２）島根県隠岐郡隠岐の島にある竹島 
 
３． 統計表中の「－」は、単位未満又は該当数字のないこと及び比較対象外を示す。 
 
４． 割合は、特に注釈のない限り、分母から不詳を除いて算出している。 
 
５． これらについての詳細な結果は、総務省統計局ホームページ http://www.stat.go.jp/ 
  をご参照ください。 
 
 
 
 
 

用語の解説 
 

「労働力状態」とは、１５歳以上の人について、調査年の９月２４日から３０日までの１週間に 
「仕事をしたかどうかの別」により、次のとおり区分したものである。 
 
 
   ＜労働力状態＞                         ＜就業の状態＞ 
                                   主に仕事 
                        就業者        家事のほか仕事 
             労働力人口                 通学のかたわら仕事 
                                   休業者 
 
１５歳以上人口                 完全失業者 
                               非就業者 
                         家事 
             非労働力人口      通学 
                         その他 
 
 
 

 



【表１－１】 ＜年度比＞
     

前回との比較 構成比

実数 増減率 平成27年 平成22年 増減ﾎﾟｲﾝﾄ

15歳以上人口　　(ア 1,189,548 1,226,706 △ 37,158 △ 3.0 100.0 100.0 -
男 549,090 563,269 △ 14,179 △ 2.5 46.2 45.9 0.2
女 640,458 663,437 △ 22,979 △ 3.5 53.8 54.1 △ 0.2

労働力人口　　　(イ 673,891 697,279 △ 23,388 △ 3.4 100.0 100.0 -
男 368,413 388,635 △ 20,222 △ 5.2 54.7 55.7 △ 1.1
女 305,478 308,644 △ 3,166 △ 1.0 45.3 44.3 1.1

就業者数 644,154 650,972 △ 6,818 △ 1.0 100.0 100.0 -
　(うち65歳以上 82,656 62,304 20,352 32.7 12.8 9.6 3.3
男 349,353 357,622 △ 8,269 △ 2.3 54.2 54.9 △ 0.7
　(うち65歳以上 48,283 36,963 11,320 30.6 7.5 5.7 1.8
女 294,801 293,350 1,451 0.5 45.8 45.1 0.7
　(うち65歳以上 34,373 25,341 9,032 35.6 5.3 3.9 1.4

完全失業者数 29,737 46,307 △ 16,570 △ 35.8 100.0 100.0 -
男 19,060 31,013 △ 11,953 △ 38.5 64.1 67.0 △ 2.9
女 10,677 15,294 △ 4,617 △ 30.2 35.9 33.0 2.9

労働力率(イ／ア) 1) 57.4 57.5 △ 0.1 - - - -
男 68.0 69.7 △ 1.7 - - - -
女 48.2 47.0 1.2 - - - -

従業上の地位別〔総数〕 2) 644,154 650,972 △ 6,818 △ 1.0 100.0 100.0 -
雇用者 525,273 522,313 2,960 0.6 83.4 82.0 1.5
自営業主 70,936 76,005 △ 5,069 △ 6.7 11.3 11.9 △ 0.7
家族従業者 33,310 38,948 △ 5,638 △ 14.5 5.3 6.1 △ 0.8

産業大分類別就業者数 644,154 650,972 △ 6,818 △ 1.0 100.0 100.0 -
第一次産業 3） 47,812 51,695 △ 3,883 △ 7.5 7.7 8.2 △ 0.5
A 農業,林業 36,645 38,948 △ 2,303 △ 5.9 5.7 6.0 △ 0.3
　うち農業 36,049 38,267 △ 2,218 △ 5.8 5.6 5.9 △ 0.3
B 漁業 11,167 12,747 △ 1,580 △ 12.4 1.7 2.0 △ 0.2

第二次産業 3） 125,674 127,183 △ 1,509 △ 1.2 20.1 20.2 △ 0.1
281 298 △ 17 △ 5.7 0.0 0.0 △ 0.0

D 建設業 53,234 54,210 △ 976 △ 1.8 8.3 8.3 △ 0.1
E 製造業 72,159 72,675 △ 516 △ 0.7 11.2 11.2 0.0

第三次産業 3)  450,488 450,757 △ 269 △ 0.1 72.2 71.6 0.6
F 電気・ガス・熱供給・水道業 3,263 3,083 180 5.8 0.5 0.5 0.0
G 情報通信業 6,276 6,225 51 0.8 1.0 1.0 0.0
H 運輸業,郵便業 27,037 30,976 △ 3,939 △ 12.7 4.2 4.8 △ 0.6
I 卸売・小売業 96,475 105,580 △ 9,105 △ 8.6 15.0 16.2 △ 1.2
J 金融・保険業 15,076 15,789 △ 713 △ 4.5 2.3 2.4 △ 0.1
K 不動産業,物品賃貸業 8,199 7,368 831 11.3 1.3 1.1 0.1
L 学術研究，専門・技術サービス業 16,486 14,972 1,514 10.1 2.6 2.3 0.3
M 宿泊業,飲食サービス業 37,777 38,987 △ 1,210 △ 3.1 5.9 6.0 △ 0.1
N 生活関連サービス業,娯楽業 22,831 24,543 △ 1,712 △ 7.0 3.5 3.8 △ 0.2
O 教育,学習支援業 30,526 30,750 △ 224 △ 0.7 4.7 4.7 0.0
P 医療,福祉 107,282 96,264 11,018 11.4 16.7 14.8 1.9
Q 複合サービス事業 8,013 6,555 1,458 22.2 1.2 1.0 0.2
R サービス業(他に分類されないもの) 34,740 34,153 587 1.7 5.4 5.2 0.1
S 公務（他に分類されるものを除く） 36,507 35,512 995 2.8 5.7 5.5 0.2

T 分類不能の産業 20,180 21,337 △ 1,157 △ 5.4 3.1 3.3 △ 0.1
外国人就業者数 4,800 3,475 1,325 38.1 0.7 0.5 0.2

注 1) 15歳以上人口に占める労働力人口の割合。労働力状態「不詳」を除く。
2) 従業上の地位別〔総数〕には、従業上の地位の不詳を含む。　
割合は分母から「従業上の地位の不詳」を除いて計算している。
「雇用者」には役員を、「自営業主」には家庭内職者を含む。

3) 割合は分母から「分類不能の産業」を除いて計算している。

項　　　目 平成27年 平成22年

C 鉱業，採石業，砂利採取業

　　(単位:人,％) 【長崎県】平成27年国勢調査就業状態等基本集計結果(労働力状況)

 



【表１－２】 ＜全国比＞
  　平成27年国勢調査就業状態等基本集計結果(労働力状況)

全国 長崎県 全国 長崎県

15歳以上人口　　(ア 109,754,177 1,189,548 △ 0.5 △ 3.0 100.0 100.0 -
男 52,879,791 549,090 △ 0.5 △ 2.5 48.2 46.2 △ 2.0
女 56,874,386 640,458 △ 0.4 △ 3.5 51.8 53.8 2.0

労働力人口　　　(イ 61,523,327 673,891 △ 3.4 △ 3.4 100.0 100.0 -
男 34,772,144 368,413 △ 5.6 △ 5.2 56.5 54.7 △ 1.8
女 26,751,183 305,478 △ 0.5 △ 1.0 43.5 45.3 1.8

就業者数 58,919,036 644,154 △ 1.2 △ 1.0 100.0 100.0 0.0
　(うち65歳以上 7,525,579 82,656 26.4 32.7 12.8 12.8 0.1
男 33,077,703 349,353 △ 3.0 △ 2.3 56.1 54.2 △ 1.9
　(うち65歳以上 4,509,653 48,283 23.9 30.6 7.7 7.5 △ 0.2
女 25,841,333 294,801 1.3 0.5 43.9 45.8 1.9
　(うち65歳以上 3,015,926 34,373 30.4 35.6 5.1 5.3 0.2

完全失業者数 2,604,291 29,737 △ 36.3 △ 35.8 100.0 100.0 0.0
男 1,694,441 19,060 △ 38.1 △ 38.5 65.1 64.1 △ 1.0
女 909,850 10,677 △ 32.7 △ 30.2 34.9 35.9 1.0

労働力率(イ／ア) 1) 60.0 57.4 △ 1.2 △ 0.1 - - -
男 70.9 68.0 △ 2.9 △ 1.7 - - -
女 50.0 48.2 0.4 1.2 - - -

従業上の地位別〔総数〕 2) 58,919,036 644,154 △ 1.2 △ 1.0 100.0 100.0 -
雇用者 49,488,974 525,273 0.0 0.6 87.4 83.4 △ 3.9
自営業主 5,196,474 70,936 △ 6.8 △ 6.7 9.2 11.3 2.1
家族従業者 1,947,053 33,310 △ 16.1 △ 14.5 3.4 5.3 1.9

産業大分類別就業者数 58,919,036 644,154 △ 1.2 △ 1.0 100.0 100.0 -
第一次産業 3) 2,221,699 47,812 △ 6.7 △ 7.5 4.0 7.7 3.7
A 農業 2,067,952 36,645 △ 6.2 △ 5.9 3.5 5.7 2.2
  うち農業 2,004,289 36,049 △ 6.2 △ 5.8 3.4 5.6 2.2
B 漁業 153,747 11,167 △ 13.1 △ 12.4 0.3 1.7 1.5

第二次産業 3) 13,920,834 125,674 △ 1.4 △ 1.2 25.0 20.1 △ 4.8
22,281 281 0.6 △ 5.7 0.0 0.0 0.0

D 建設業 4,341,338 53,234 △ 3.0 △ 1.8 7.4 8.3 0.9
E 製造業 9,557,215 72,159 △ 0.7 △ 0.7 16.2 11.2 △ 5.0

第三次産業 3) 39,614,567 450,488 △ 0.1 △ 0.1 71.0 72.2 1.1
F 電気・ガス・熱供給・水道業 283,193 3,263 △ 0.4 5.8 0.5 0.5 0.0
G 情報通信業 1,680,205 6,276 3.3 0.8 2.9 1.0 △ 1.9
H 運輸業,郵便業 3,044,741 27,037 △ 5.4 △ 12.7 5.2 4.2 △ 1.0
I 卸売・小売業 9,001,414 96,475 △ 8.2 △ 8.6 15.3 15.0 △ 0.3
J 金融・保険業 1,428,710 15,076 △ 5.6 △ 4.5 2.4 2.3 △ 0.1
K 不動産業,物品賃貸業 1,197,560 8,199 7.5 11.3 2.0 1.3 △ 0.8
L 学術研究，専門・技術サービス業 1,919,125 16,486 0.9 10.1 3.3 2.6 △ 0.7
M 宿泊業,飲食サービス業 3,249,190 37,777 △ 5.1 △ 3.1 5.5 5.9 0.3
N 生活関連サービス業,娯楽業 2,072,228 22,831 △ 5.7 △ 7.0 3.5 3.5 0.0
O 教育,学習支援業 2,661,560 30,526 1.0 △ 0.7 4.5 4.7 0.2
P 医療,福祉 7,023,950 107,282 14.6 11.4 11.9 16.7 4.7
Q 複合サービス事業 483,014 8,013 28.1 22.2 0.8 1.2 0.4
R サービス業(他に分類されないもの) 3,543,689 34,740 4.1 1.7 6.0 5.4 △ 0.6
S 公務（他に分類されるものを除く） 2,025,988 36,507 0.5 2.8 3.4 5.7 2.2

T 分類不能の産業 3,161,936 20,180 △ 8.6 △ 5.4 5.4 3.1 △ 2.2
外国人就業者数 807,996 4,800 6.4 38.1 1.4 0.7 △ 0.6

注 1) 15歳以上人口に占める労働力人口の割合。労働力状態「不詳」を除く。
2) 従業上の地位別〔総数〕には、従業上の地位の不詳を含む。
割合は分母から「従業上の地位の不詳」を除いて計算している。
「雇用者」には役員を、「自営業主」には家庭内職者を含む。

3) 割合は分母から「分類不能の産業」を除いて計算している。

(単位:人,％)

C 鉱業，採石業，砂利採取業

全国との
構成比差項　　　目 長崎県全国

構成比前回からの増減率

 



 



 



 
 

 



 
 

 


